
上限価格方式の運用に関する研究会（第４回）議事要旨 

 

 

１．日時：平成 30年 3月 9日（金）10:00～11:00 

 

 

２．場所：中央合同庁舎第２号館 11階 1101 会議室 

 

 

３．出席者 

（１）構成員（敬称略） 

辻 正次（座長）、伊藤 成康、関口 博正、山内 弘隆 

（２）総務省 

藤野 料金サービス課長、竹中 料金サービス課課長補佐 

（３）オブザーバー 

ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本 

（４）その他プレゼン報告者 

三菱総合研究所 

 

 

４．議題 

（１）電気通信事業者における経営効率性分析に関する調査研究(報告書（案）)について 

（２）報告書（案）について 

（３）その他 

 

 

５．議事要旨 

【電気通信事業者における経営効率性分析に関する調査研究(報告書（案）)について】 

三菱総合研究所から、前回報告したＮＴＴ東日本・西日本の経営効率性分析（ＤＥＡ分析・ＳＦＡ分

析）の結果概要について、前回構成員から提出された意見を踏まえた修正事項の説明を行った。 

 

【報告書（案）について】 

事務局から、前回報告した本研究会の報告書骨子（案）を踏まえ、報告書（案）について説明を行っ

た後、質疑応答を行い、構成員の了承により、これを最終報告書とすることとなった。 

 

（主な事項） 

   ・報告書（案）における今後の検討課題等に係る考え方について 

   ・電話網の PSTN 網から IP 網への移行後の制度の在り方に係る検討の必要性について 等 

 

 

【今後の予定】 

平成 30 年６月末までに、総務大臣からＮＴＴ東日本・西日本に対して次期適用期間の基準料金指数

の通知を行うこととされており、その通知に向けて、平成 30 年 3 月 23 日（金）に開催予定の審議会に諮

問する予定。 

 

 

以上 



「上限価格方式の運用に関する研究会」（第４回） 

 

日時：平成３０年３月９日（金）９：５５～１１：０５ 

場所：総務省１１０１会議室 

出席者：辻座長、山内座長代理、伊藤構成員、関口構成員 

オブザーバ：ＮＴＴ東日本 飯塚部門長、徳山担当部長 

ＮＴＴ西日本 黒田部門長、重田担当部長 

プレゼン報告者: 三菱総合研究所 

総務省：藤野料金サービス課長、竹中補佐 

 

【辻座長】  皆さん、おはようございます。若干早いですが、皆さんおそろいになられ

ましたので、これから「上限価格方式の運用に関する研究会」（第４回）会合を開催したい

と思います。 

 議事に入ります前に、お手元に配付されております資料につきまして、確認をいたした

いと思います。事務局から確認をお願いいたします。 

【竹中料金サービス課課長補佐】  それでは、お手元の配付資料につきまして、確認さ

せていただきたいと思います。 

 皆様のお手元には、座席表、議事次第、資料４－１－１、三菱総研様からの報告書の修

正事項についての資料、資料４－１－２、三菱総研様からの報告書、資料４－２－１で、

「上限価格方式の運用に関する考え方について」報告書案概要、４－２－２としまして、

報告書案をお配りしております。また、構成員の皆様のお手元には、前回の会合の資料を

置かせていただいております。 

  

【辻座長】  それでは、本日の議事の進め方でございますが、まず、前回の会合におき

まして、ご説明いただきましたＮＴＴ東西の経営効率性分析の推計結果について修正があ

りましたので、三菱総合研究所からご説明をいただきたいと思います。 

 その後、本研究会の報告書案につきまして、事務局より説明をいただきたいと思います。 

 質疑応答につきましては、各議題の説明の後に、その都度行いたいと思います。 

 それでは、まず、電気通信事業者における経営効率性分析に関する調査研究報告書につ

きまして、株式会社三菱総合研究所からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

【三菱総合研究所】  それでは、資料４－１－１と４－１－２でご説明申し上げます。



実際の数値的な修正はございませんので、文言ですとか、そういったところに、若干解釈

を追加したところをご説明したいと思っております。資料４－１－１を見ながら４－１－

２を見るというような形でご説明できればと思っております。 

 まず、修正点について、７ページ目です。業務運営体制の見直しについて、前回の資料

ではＳＦＡ分析の後ろに記述していたものを前に移行させていただいております。また、

過去の業務運営体制の見直しの時期に関する情報も、７ページ目の下のほうに参考として

追加させていただきましたので、わかりやすくなったのではないかなと思います。 

 さらに次のポツが、ＳＦＡ限界生産性の記載項目ということで、１２ページと１３ペー

ジ目で、労働と償却費と物件費の限界生産性を示す形としました。加入者密度とケーブル

密度も載せていましたが、基本的にこの３つの生産要素についての限界生産性を載せれば

いいだろうというご指摘がありましたので、そのように修正をしております。 

 １４ページ目以降ですが、前回の報告書の案の段階では、それぞれの単年度データのケ

ースも全て、過年度やったものは載せていたのですが、やはりサンプルが少なくなって、

単年度のデータを載せることの積極的な意味がないだろうというご指摘がありましたので、

その点を修正しております。 

 その次の４点目は、ＤＥＡのところで、４０ページ以降になるのですけれども、PeerSe

t、比較対象支店を明記するようにいたしました。これは前回からの大きな改定点でござい

ます。 

 例えば４０ページで、今年度のケース１から６まで結果が載っております。４１ページ

に過年度のケース１から６の結果が載っておりますけれども、それぞれケース３が採用し

たケースでございますので、それに対応した支店の比較対象を４２ページ目、４３ページ

目に載せさせていただいております。これを簡単に解説いたしますと、例えば今年度のケ

ース３の PeerSetといったところでいきますと、当然一番効率性が高い、効率性の数字が

１の支店については自分を参照している形になりますので、対角線に入ってきます。  

                                        

                                       

                                       

                                       

                                  

                                        

                                        

                                        



                                        

                                        

                したがって、上の文章にも書かせていただいています

けれども、ある支店で効率が上がったとしても、比較対象となる支店が変わって、その支

店の効率が上がったために相対的に下がるといったところが分析上は出てくるいうところ

にご留意いただければと考えております。 

                                        

                                        

               

 同じように４４ページ目以降には、出力を１つにしたケースも載せておりますけれども、

それに対応する PeerSetも、４６、４７ページに載せております。基本的にケース、出力

を２つから１つにしますと、４６ページに書いてありますように、実施支店を有利に評価

するための選択肢が減ってしまいます。要は、２つあればいいほうを選べるのだけれども、

そうすると効率的な支店が減るといったところがございます。 

                                        

                                        

                                        

                                  

                                        

                                        

                                        

                          

                                        

                                        

                                        

                                        

                                     

 この４ポツ目の PeerSetを示したところが大きな改定点でございます。 

 それ以下は、５８ページ目に Inverted DEAの話も参考情報としての位置づけを最後の行

に載せさせていただいております。理論的背景が厳密でないという指摘もありますので、

参考までに分析したというところを位置づけさせていただいております。 

 最後の６３ページ目です。課題への対応といったところで、６３ページ目、下から６行



目ぐらいですけれども、ＣＯＬＳ、Corrected Ordinary Least Squares、修正最小二乗法

の適用といったことも考えられるでしょうといったことを、参考として記載させていただ

いております。 

 報告書の修正につきましては、以上ということになっております。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。ただいまの修正点ですが、前回に伊藤構

成員から幾つかご指摘いただきまして、早速そこを取り入れていただきましてありがとう

ございました。確かにペアリングの表を見ていただきますと、どことどこを比較している

かということが明確になって、一層内容がわかりやすくなったと思います。ほか、皆さん

ご意見がございますでしょうか。 

 それでは、特段ないようでしたら、これでもって修正点をお認めいただいたということ

にさせていただきます。 

 それでは次の議題に移りたいと思います。本研究会の報告書（案）につきまして、事務

局から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【竹中料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。それでは、報告書（案）につ

いてのご説明でございます。資料として概要版と本文をお配りしておりますが、概要版に

エッセンスをまとめておりますので、このＡ４横の概要版でご説明を申し上げたいと思い

ます。 

 まず１枚めくっていただいて、２ページ、３ページですけれども、ここが第１章の上限

価格方式についてのおさらいということでございます。内容については、今回の基準料金

指数の算定の関係ですが、３年ごとに生産性の伸びやコスト動向をもとに生産性向上見込

率を算定するということで、現在適用されているものが本年、平成３０年の９月までとい

うことでございまして、今回、今年の１０月から３年間適用されるＸ値を算定したという

ところでございます。 

 進んでいただいて４ページでございます。 

 第２章のＸ値の算定方法についてでございます。Ｘ値の算定方法については、ミックス

生産性準拠方式と、フル生産性準拠方式の２つの方式をご提案させていただきましたが、

実際の費用データをもとに算定するために、数値の変動がやや少ない、また、役務区分ご

との費用情報が入手可能で、バスケットごとのＸ値の推定が可能というメリットがあると

いうことで、前回同様、ミックス生産性準拠方式でＸ値を求める形ということでまとめさ

せていただきました。 

 フル生産性準拠方式については、基準年のとり方や、仮定の設定方法によって数値が変

動するおそれがありますので、参考値としての取扱いとさせていただきました。なお、最



近、生産性の向上の部分について統計をまとめている機関もございまして、これについて

は後ほど説明いたします。 

 続きまして５ページからが、ＮＴＴ東日本・西日本の収入・費用予測というところでご

ざいます。まず、収入予測については、固定電話の回線数の推移を２つのパターンで予測

した上で、回線の使用料収入や通話料収入の種別ごとに単金を掛ける形にして、収入予測

を算定しております。その予測についてはパターンを２つ設けまして、パターンＡとして

光ＩＰ電話・携帯電話・アプリケーションサービス等への移行影響が今後縮小していくこ

とということで、やや楽観的な形での傾向ということで、東日本については５％の減少、

西日本については５.８％の減少で予測をしております。パターンＢのほうが、光ＩＰ電

話・携帯電話に加えて、アプリケーションサービスがますます影響を大きくして、移行影

響が拡大してくるということで、やや悲観的な傾向ということで、東日本については

７.７％の減少、西日本については８％の減少ということで傾向を見てまいりました。 

 次に、収入予測の結果でございますが、音声伝送バスケットの２０１６年から２０２０年

の年度平均でございますけれども、パターンＡについては、東日本で６.１％の減少、西日

本で６.６％の減少、パターンＢについては、東日本で８.３％の減少、西日本については

８.４％の減少という予測結果となっております。 

 一方こちらを受けて費用の予測ということでございまして、２８年度の実績に対して、

効率化施策として、人員減による人件費の削減や物件費の部分を減らしていくということ

を踏まえて、費用の予測を算定いたしました。こちらについてはパターンＡで、東日本で

音声バスケットでは５.６％の減少、西日本については６.３％の減少、パターンＢについ

ては東日本で７.６％の減少、西日本については７.０％の減少ということで、収入予測と

費用予測を比較していただくと、収入の減少に費用の削減が追いついていないということ

で、さらなる効率化ができる部分があるのではないかということで検証を進めていきまし

た。また、費用の需要変動に対する弾性値も計ってみたのですが、ここも１を下回ってい

ることから、収入の減少に費用削減が追いついていないというところが見られましたので、

効率化の部分をさらに検証していきました。 

 次のページがその検証の部分でございます。費用予測の方法ですが、まず１点目が東日

本・西日本の費用予測ということで、人員減による人件費削減、物件費を     落と

していく。あと固定電話網の新規投資の部分を原則停止して、必要最低限の部分にしてい

くというようなところを進めると、パターンＡで２０２０年度になりますが、４,８９８億

円、パターンＢで４,５５７億円でございます。この中には費用の削減のところで、パター

ンＡでは５８７億円、パターンＢについては５４０億円を織り込んでございます。 



 ２点目の費用予測ですが、回線数減少に見合った費用削減の検証ということで、

２０２０年度の施設保全費のうち、一部回線の減少に応じた部分の削減可能と思われる額

ということで、パターンＡで２６３億円、パターンＢで２４２億円という試算になってお

ります。 

 ３点目、４点目が経営効率性分析でございます。３点目のＤＥＡ分析でございますけれ

ども、最も効率的な支店を基準とした、他の支店の効率性を図って削減可能額を出すもの

でございます。こちらについては非効率性７.９％を全て解消した場合には、削減額として

３０３億円ということで、前回の試算のデータともほぼ近いところになっております。 

 ４点目がＳＦＡ分析の結果でございますが、こちらは生産関数を推計して、その関数と

支点の非効率性の比較というところになりますけれども、こちらについても非効率性を全

て解消した場合、２０７億円の削減額になるという結果になりました。 

 ７ページがその関係の分析の概要でございます。３点目がＴＦＰ、全要素生産性変化率

でございます。こちらについても参考値として試算していますが、２０１３年度から

２０１６年度で、東日本で１.５％、西日本で１.４％という数字になっております。こち

らですけれども、ウェブ等を探したところ、日本生産性本部で公表されている資料がござ

いました。マクロになるかと思うのですが、日本のＴＦＰの上昇率が２０１５年度で

１.１％、２０１０年から１５年の５年間のならしで見ると１.３％ということで、やや近

い数値になっているのかなというふうには見ているところでございます。 

 次に８ページでございます。Ｘ値に必要なそれぞれのデータということでございますが、

ます、適正報酬額でございます。これはレートベースに報酬率を掛けたものでございます

が、レートベース、２０１７年度から２０２０年度のレートベースを試算しております。

また、報酬率についても試算しておりまして、前回を踏襲するような形になるのですが、

中間値を採用するということでございます。その考え方については、上限値であると事業

者側に超過利潤が出る、下限値にすると内部留保がなくなってしまい、新規投資ができな

くなるという点を踏まえて中間値を採用するという形でまとめております。あと費用とレ

ートベースの算定に当たっては、先般のＮＴＴ東日本・西日本のメタルケーブル芯線の有

姿除却の影響の部分も反映して算定をしております。 

 続きまして９ページが、消費者物価指数変動率の予測と実績でございます。こちらにつ

いては、前回２月１６日の研究会では、日本経済研究センターの３０年度のＣＰＩ予測値

が０.９％でしたが、翌週の２月２２日に再度発表がございまして、やや上向きの傾向にな

ったということで１.０％が公表されました。その関係で予測値が１.０％から１.１％にな

ったというところでございます。一応ＣＰＩの予測の上昇傾向ということでございますが、



直近のＣＰＩの変動率、総合を見ると２０１７年の１１月が０.６％、１２月が１.０％、

２０１８年の１月が１.４％と、ある程度上昇の傾向が出ております。１月については、生

鮮の高騰があったという影響も含めておりますが、生鮮を除くと、２０１７年の１１月か

ら１月までの間、それぞれ０.９％で推移しているというところでございますので、やや高

目な基調になっているということで、報告書の１９ページにもＣＰＩ変動率のプラス基調

が続く見通しということを書かせていただいております。また、民間シンクタンクの予測

も一応参考として見たところ、ＣＰＩ変動率について２月の後半に上方修正しているシン

クタンクも何社か見受けられます。 

 次に、１０ページからがＸ値の算定の考え方でございます。まず収入予測については、

前回の回線数の推移の実績が、光ＩＰ電話・携帯電話等への移行が縮小する予測に近似し

ていたことから、今回についても傾きが緩やかなパターンＡを採用させていただきました。

費用予測については４点、１点目がＮＴＴ東日本・西日本の効率化予測に基づくもの、２点

目が更なる削減可能額を反映した場合、３点目がＤＥＡ分析の非効率性を解消した場合、

４点目がＳＦＡ分析の非効率性を全て解消した場合というところでございます。４点それ

ぞれ特徴を勘案しましたところ、これまでの研究会の結果と比べても、各年度のデータに

基づく試算結果に変動が少なくて安定的であるというところ、ある程度サンプル数がやや

少ない状況でも安定的な部分が出るというところもございまして、３点目のＤＥＡ分析の

非効率性を解消した場合を見て、Ｘ値を算定するとまとめております。また、それぞれ①

から④の残りの部分についても、参考値として計算をしております。 

 次の１１ページがＸ値の算定の部分でございます。結果については、収入予測、費用予

測については過去３年の回線数の減少の傾向が縮小傾向に近似しているため、パターンＡ

を採用。さらにＸ値についてはＤＥＡ分析の結果を踏まえた０.２％を採用するとまとめて

おります。 

 前回の研究会の鳥居先生のコメントにもございましたように、ＣＰＩが上昇基調であっ

ても、効率化はある程度進めていただくという部分がございますものですから、今回ＣＰ

Ｉ変動率が上がり基調の中で、プライスキャップはそこに連動していく形にはなりますが、

一方で０.２％の部分については効率化を進めていただくということで、事務局としてはい

い数字になったのではないかと思っております。 

 ここで基準料金指数ですが、現在が９４.１ですが、次期については９４.４、平成３１年

度、平成３２年度については、予測値ではございますが、９５.３、９６.５というところ

の、やや高目な設定になっておりますけれども、ＣＰＩが１％ぐらいで推移すれば９５ぐ

らいのところでおさまるのではないかと考えております。 



 次に１２ページでございますが、もう１点の加入者回線サブバスケットの算定について

は、収入・費用の両面において音声伝送バスケットに対する加入者回線サブバスケットの

占める割合は年々高くなって、ほぼ９０％ということで、ほぼ含まれているというような

ところになっておりますので、こちらのＸ値についてもＤＥＡ分析の結果を準用するよう

な形で進めるとまとめております。こちらについても、現在の基準料金指数が１０１.６、

次期が１０１.９、平成３１年度が１０２.９、平成３２年度については１０４.２になると

推計しております。 

 最後に１３ページが、今後の検討課題でございます。３点ほどまとめておりまして、１点

目が費用削減の推進ということで、プライスキャップ制度についてはＮＴＴ東日本・西日

本に対する経営効率化インセンティブを付与しつつ、料金の低廉化を目的とするものであ

るというところ、インセンティブ規制というプライスキャップ規制の制度趣旨からすると、

ＮＴＴ東日本・西日本において経営効率化施策の水準以上の費用削減が達成されると、そ

れにより生じた利潤を受けられることになりますので、ＮＴＴ東日本・西日本におかれま

しては、本研究会で示された経営効率化施策に限定することなく、経営効率化の努力を行

っていただきたいというところでございます。また、ユニバーサルサービスでも７％の効

率化というところ、あと施設保全費についても、今後一層厳しくなる部分があるかと思い

ますが、このあたりを工夫していただきたいというふうにまとめております。 

 ２点目が今後のＸ値算定のあり方でございますが、Ｘ値の算定に当たっては比較的少数

のサンプル数で非効率の計測が可能であり、学術的信頼性が高く、これまでの研究会の結

果と比べて分析の結果が安定しているＤＥＡ分析を用いることを原則ということで、前回

を踏襲するような形になりますが、今回についてもＤＥＡ分析を原則とする。ＳＦＡ分析

については、今後必要な費用データのサンプル数の減少から、統計的に有意な結果が得ら

れなくなる可能性が非常に高い。このため同業他社のデータや、あと過去のＮＴＴ東日本・

西日本のデータを用いる等、ＳＦＡ分析において有意な分析結果が得られるよう、サンプ

ル数の確保が求められるとしております。前回の研究会で伊藤先生からＣＯＬＳ、修正最

小二乗法などを活用することについて考察が必要というご指摘をいただいておりますので、

他の経営効率性分析の手法を引き続き調査するとともに、有意な経営効率性の分析の結果

が得られる手法があった場合には、結果の妥当性、位置づけについて検証を行うことが必

要とまとめております。 

 最後に、今後のＸ値の検証の方向性でございますが、２０２５年にＰＳＴＮがＩＰ網へ

移行する予定となっているところでございますが、ＩＰ網へのマイグレーションに伴って

制度の見直し等が行われた場合、その見直し後の制度や市場構造の変化等を踏まえたＸ値



の検証の方向性について検討が必要であるとまとめております。具体的には対象のサービ

スをどうするか、バスケットの中の見直し、また、Ｘ値の算定に当たってのＣＰＩの予測

について、３年後の３１年度の予測値が日銀と経済研究センターの２社というところもご

ざいまして、もう少し、予測の対象とするところが増えるような方法などの検討ができな

いかというところで、例えば民間シンクタンクのデータを活用することができるかできな

いかということなどが今後の検討課題かなと思っております。もう１点が、このＣＰＩで

すが、現在総合の指数を適用しているのですが、生鮮が入っている関係で、季節変動や今

般のような気候の変動などの影響が出てくる部分もございますものですから、生鮮を除く

コアの指数を適用するような方法というのも今後検討していく必要があるのかなというと

ころを踏まえて、Ｘ値の検証の方向性について検討が必要ということでまとめさせていた

だいております。 

 以上、報告書についてのご説明でございます。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。非常にうまく計算していただいて、その

費用の削減等々がきれいに出ております。また、基準料金指数等も、今後のインフレ等を

加味して若干上がりぎみに出るのは今までのデフレと違う傾向で、実際を反映しているか

と思います。それでは、ただいまのご説明につきまして、構成員の皆さんから、どうぞご

自由にご発言をお願いしたいと思います。 

                                        

                                        

                  

【ＮＴＴ東日本】                                

                

【辻座長】  次のことを言うのも変ですけれども、次ですと、今のサンプル数ではいけ

ないような気がします。少なくともＤＥＡ分析は可能かと思いますが、ＳＦＡ分析が少し

有意な結果が得にくくなる可能性があります。データを増やすために過去のデータを拾っ

てくるという方法もあります。あとは伊藤構成員にご提案いただきました Corrected ＤＳ

Ａですか、ＣＯＬＳですね。これはどのようなものでしょうか。 

【三菱総合研究所】  そうですね。先ほど課題のところで挙げさせていただいた修正最

小二乗法ですけれども、おそらく、ただ基本的にはパラメトリックな分析なので、やはり、

もちろんこれもサンプル数が多いにこしたことはないので、やはりサンプル数に関する工

夫といったものは今後の課題となってくるだろうなと思います。 

 今回は年次を少し広げて、ＳＦＡ分析でも何とか結果が出るようなサンプル数を確保し



ましたが、逆にあまり年次を広げ過ぎてしまうと直近の分析にならないといった点がござ

いますので、そのあたりのころ合いを、次回以降また検討していく必要があるんだろうな

とは思っております。 

【辻座長】  ありがとうございました。ご質問がない方も、何か最後に印象とか、そう

いうようなものでも結構です。 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                         

                                        

【竹中料金サービス課課長補佐】                         

                                        

                                   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                           

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        



                                

【辻座長】                                   

                                        

                      

【ＮＴＴ東日本】                                

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                

【辻座長】  ありがとうございました。 

 それから事務局が今後の方向性のところで、ＣＰＩのとり方として、コアでいくのか、

総合でいくのかと提起がありましたが、いかがでしょうか。今は総合を使っていますが、

この生鮮食料品を除いたコアの数値を使ったほうがいいのではないですか、これは政策の

議論では問題になります。何かご意見がございましたら述べていただけますとありがたい

です。 

【山内座長代理】  中間的にいうとコアでやったほうがいいような気がしますよね。 

【辻座長】  これ、今までいきさつは、なぜこの総合の数値を使っていたのでしょうか

ね。当初からその数値を使っているという経緯があるから、あまり疑問にならなかったよ

うな気がしますけれども。 

【竹中料金サービス課課長補佐】  そうですね。 

【辻座長】  仕組みを変えると制度的な変更になるので、それなりの説明が要ります。

経済学的にはコアのほうがいいということでありますけれども、実務的にはそれが変わる

とまた大きく変わるのです。意図的に何かを忖度したように思われるといけないもので、

それなりの理論武装も要るかと思いますけれども、継続性ということでいったら、よく理

解していただきますと問題ないと思います。ここでそんなに大きな差は出てこないですね。

１％とか変わるとかというのは。 

【竹中料金サービス課課長補佐】  そこまではないと思います。 



 そうですね。今回２０１８年の数値で比較すると１.４％と０.９％、０.５％ぐらい出て

きますけれども、ここは例の天候不順の生鮮だと思われますので、そこがきいてきたのか

なと。それで、２０１７年１２月であれば、総合が１.０％でコアが０.９％でございます

ので、ややというような感じでは考えております。２０１８年１月のようなところがない

ようであれば、コアのほうがある程度安定はしているのかなというふうに考えております。 

【辻座長】  ただ、せっかく問題提起いただきましたから、次回のところでまた申し送

りしていただきまして、できるだけ正確に出すにこしたことはありませんので。 

 １３ページの今後の課題として挙げていただいている点ですけれども、マイグレという

のが２０２５年を目途にということになっておりますが、でも今のマイグレの議論では、

基本的にこのＰＳＴＮの仕組みというのは全く変わるわけではないですね。システムがＩ

Ｐ化していくというのはありますけれども、規制的な枠組みというのは、何か変更という

のはあるわけでしょうか。つまり料金が、競争が入ってくるから云々というようなことで

す。このようなプライスキャップの意味はなくなるとか、そういうようなのはないわけで

すよね。 

【藤野料金サービス課長】  制度自体は今のものをいつまでも維持しようと考えなくて

もいいと思いますので、プライスキャップの対象なども含めて見直す中で考えていこうと

思います。その中で、基本線としてどういったところの料金が上がっては困る、とかいう

点を考えていきながら、そのマイグレーションを決めていかなくちゃいけないなと思って

おります。 

【辻座長】  さらにこれ、あと２回ほど間がありますけれども、それはこれを継続して

いくということですね。この意味がなくなるということではないわけですね。 

【山内座長代理】  ただ、それ最後に言おうと思っていたんですけれども、おっしゃる

とおりなんですが、あと２回あるんだけれども、ただあれですよね。マイグレした後とい

うのは今と全然ネットワークの状況が違うので、この規制がいいのかどうかということも

含めて、広い意味でいろいろ規制のあり方を検討する。それは時間がかかるので、そんな

に猶予があることではないと思うんですよね。やるべきだと思いますね。       

                  

【辻座長】  特段ご意見はどうですか。いかがですか。 

 なければ最後に一言ずつ、何か印象とか、ご発言いただいてよろしいでしょうか。 

 関口委員から。 

【関口構成員】  このプライスキャップ制度はもう随分長く、約２０年やっているわけ

ですけれども、この間キャップ以下であれば料金については値上げも自由という形ですが、



事実上値上げできるかというのではないということが続いておりますし、その意味でいう

と、コストのほうにより削減のインセンティブをかけ続けるという、そういう制度運用だ

ったわけです。次のマイグレについても、メタルＩＰ電話という形で３分８.５円に全国一

律という形で、現状予定されているわけで、ここに競争が十分に進展していないからとい

って、過大な料金値上げするという環境にはあまりないなということを考えると、キャッ

プをかけておくことも実質的な、実効的な意味ということがどこまであるかということは、

やっぱり一度本論に立ち返って考えてみるチャンスだとは思いますし、それからトラフィ

ックがかつての１０分の１以下になってきているということも、やっぱり通信ネットワー

クの利用環境が音声からデータに変わってきているという意味で、音声に対する、今にな

ってみて適切な規制のレベルかどうかということは、もう一度考えるいいタイミングが、

次回、次々回の間にあればなと思っております。むしろデータに対するコントロールをど

うしていくかということにエネルギーを注視すべきタイミングが近づいてきているなとい

う印象を受けております。 

【辻座長】  ありがとうございます。 

【伊藤構成員】  どうも。今回のプレゼンテーションについてのコメントということで

すと、今フェーズを振り返って総括的なコメントをというご趣旨だと思うんですけれども。

それにしましても各研究会で随分と無理難題みたいなことも申し上げたのにもかかわらず、

三菱総研さんを中心に、報告書の改善に向けてエネルギーを割いていただいたのではない

かなと感じておりまして、その点につきましては研究所さんにも、それから事務局の皆様

に対しても、心から御礼を申し上げたいと思います。 

 たびたび申し上げてきているんですけれども、このＸ値の算定に関する方法論がこれで

いいのかというような検討とか、実証的な裏づけというのも大分落ち着いてきて、非常に

信頼性の高いといいますか、説得力のある、レポートに毎回なっていると思うんですが、

今回も新しい要素をつけ加えていただいて、大変ありがたかったなと思っております。 

 関口先生のように先を見据えて実質的なコメントをしたいところなんですけれども、経

営効率化の分析に関して、研究会限定とはいえ、かなりデータも詳しく提示していただい

て、こうして透明性の高い分析にご協力いただいているということは、ほんとうに事業者

さんには感謝申し上げたいと思います。大変負担の重いことであろうとは思うんですが、

規制産業も色々ある中でも通信事業者、とりわけＮＴＴさんに関しては、非常にみずから

の経営の結果、それから将来に関して自ら規律を課していらっしゃるというような印象を、

いつも思っているんですけれども、改めてその思いを強くいたしました。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。ではお願いします。 



【山内座長代理】  実はさっきああいうことを言ったんですけれども、このプライスキ

ャップの規制をこの研究会でやっていることの意義というのはものすごく大きいと実は思

っているんです。なぜかというと、私はいろいろなこと、公共料金をやっているんですけ

れども、ここまで学術的なものと実務を合わせたものはないんです。このプライスキャッ

プ制度というのは、例えば今伊藤先生が言ったみたいに、生産性の測り方なんていうのは

結構先端のものを使いながら分析して、データも出していただいて、そういう面では学術

と実務とのものすごく融合したものなので、こういうのはないですね。私一応研究者なの

で、なるべく学術といいますか、研究が政策に生きていくという姿が望ましいと思ってい

るので、やはりこのやり方、勉強、研究というのはとても意義あることだなと思っており

ます。 

 ですのでこれから、さっき言いましたマイグレになってどういうふうに動いていくかわ

からないんですけれども、やはりその方針というか、基本的な考え方を維持していただき

たいなと思います。そういう意味では、少し時間かけてまた勉強していただくといいかな

と思ったりなんかします。 

 以上でございます。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 最後のご挨拶みたいなことが先になりましたけれども、その後でこの報告書（案）の賛

否を聞くのは順序が違っていますが。これは報告書の案につきましては、この案をもって

最終案とさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【辻座長】  それでは、事務局、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは準備ができ次第、公表させていただきたいと思います。 

 私も印象、皆さんとほとんど同じですけれども、先ほど山内構成員が言われましたよう

に、学識者の観点から述べますと、ＯＲの学会とか電気通信の学会に出席していますが、

ここのＤＥＡ分析等々では、国際学会で発表して十分通用するという感じです。私も何年

か前に、もう大分前ですけれども、一度発表をしたことがあります。推計のやり方もＳＦ

Ａ分析が最新ですので、そういう意味で、確かに学術的なバックグラウンドを持った規制

ということです。ほかの国はほとんどこういうようなことをもうやらなくなりました。こ

の意味で非常に意義が深いものだと理解しております。これも皆様方のおかげで、改めて

感謝申し上げたいと思います。 

 それではこれで、ちょっと時間早いですが、研究会を終了したいと思います。当初古市

電気通信事業部長様のご挨拶ということでしたけれども、急遽国会に行かれましたので、



藤野料金サービス課長様からご挨拶いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

【藤野料金サービス課長】  料金サービス課の藤野でございます。本日は事業部長の古

市が、国会対応のため出席ができませんでしたので、私からご挨拶申し上げたいと思いま

す。 

 座長の辻先生、それから構成員の先生方、それからオブザーバーの皆様、それから三菱

総研の皆様、本件にご参画をいただきまして、非常に立派な報告書を取りまとめていただ

きまして、ほんとうにありがとうございます。 

 このプライスキャップの方式というのは私の８代ぐらい前の課長ぐらいから始まったの

かなと思っていますけれども、それ以前、私は今の課ですとか、違う課で課長補佐をやっ

たり、係長をやったりしましたが、そのときの僕らの職場の感じというのは、みんなで料

金委員会をやっているという感じだったんです。それで日がないろいろな事業者の方が来

ていて、いろいろな料金を今度は僕らが変わるとか、今度こんな割引があるとかやるたび

に、ずっと総括原価、原価算定で反映させるというようなことをやっていて、非常に労が

多い作業で、このプライスキャップの規制というか、ルールというものが入って、そうい

う意味では非常に効率化されて、これ非常に当時でも画期的なものだなと思ったんです。 

 ただ、いろいろご指摘いただいていますように、特にこのキャップのルールに対しての

固定電話の世界を取り巻く環境というのは非常に変わっている。携帯というものがある、

光がある、それからアプリケーションサービスも非常に出てきているという中で、市場構

造は劇的に変化しているのは間違いないところだと思うんです。この議論のやり方、先ほ

ど申し上げた私の８代前からなので、非常に長い間やっているわけですけれども、このや

り方というのがこれからもずっとこのままでいいのかというのは、非常に考えなくちゃい

けないことだと思います。 

 公衆電話、それから基本料というのは、料金委員会をやっていた当時というのは値上げ

してしまう、というので、非常に当時はものすごく機微な議論が行われたもので、そこが

キャップになっているというのは、そういう意味で経緯も非常にあるんだと思いますけれ

ども、今後もこういうふうにやらないと値上げというのは起こってしまうのかとか、そう

いった実態なんかも見ながら、できるだけこういうルール、規制というのは、合理的な方

法であるというのをやらなくてはいけないというので、まとめていただいたこのプライス

キャップのやり方というのは、そういったやり方ではあると思いますけれども、一方でシ

ンプルであれば、それはシンプルで非常にこしたことはないわけです。その効果と、それ

から手段というもののバランスというのをまたよく考えながら、私、あるいは私の後任と



かになってくるかもしれませんけれども、検討というのはできるだけ速やかに進めていく

ような体制をつくっていきたいと思っております。 

 今回の研究会に戻りますけれども、非常に短期間の間でいろいろな経営効率性分析等に

ついてご知見をいただきまして、それでＸ値の算定というのもしていただいたわけでござ

いますが、今後の予定を申し上げますと、この結果、報告書の内容を踏まえまして、本年

６月末までにＮＴＴ東日本様、西日本様へ次期の適用期間の基準料金指数の通知をさせて

いただくという手順になってございます。この通知に向けましては、今月２３日に情報通

信行政・郵政行政審議会がございまして、そこに諮問をやるという手続がございますので、

そういった準備を進めてまいりたいと思っております。 

 この報告書をもちまして、今回の研究会、閉会ということでございますけれども、この

関係に限らず、引き続き情報通信行政についてご理解をいただき、ご指導、ご所見、賜っ

ていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、ありがとうございました。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは終わります前に、構成員の皆さん、あるいは三菱総合研究所の方々、あるいは

ＮＴＴ東日本・西日本の方にはいろいろデータを提供していただきまして、ほんとうにあ

りがとうございました。関係しておられる方、お礼を言わせてもらい、この「上限価格方

式の運用に関する研究会」を終了したいと思います。どうもいろいろとありがとうござい

ました。 
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